
 事務の簡素化、迅速化を図るため、令和６年５月31日以降、松前町発注
工事及び工事に係る業務委託について、前金払に係る前払額決定申請手続
を廃止します。
 ※前金払の支払条件は、入札公告、入札条件等を御確認ください。

  〇前金払手続の流れ

 ①落札決定通知
 ②前払額決定申請
 ③前払額決定通知
 ⑦請負契約締結・前払金支払手続
 （保証証書寄託【受注者→松前町】）

②、③の手続を廃止

（注）中間前金払申請については変更はありません。
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前金払に係る前払額決定申請手続の廃止について

発注者
（松前町）

受注者

保証事業会社
（⻄⽇本建設業保証㈱等）

Ｒ６年５月31日以降、
申請は不要です。


